
太陽光発電施設の建設相談票（R7.4.1～） 

令和   年   月   日 

建 築 主 氏名
ふりがな

 電話番号 

施 行 者 会社名・担当者 電話番号 

土 地 所 有 者 氏名
ふりがな

 

施 行 場 所 田原市 

発 電 出 力 ｋW 土地の形

質変更の

有 無 

樹木の伐採・切土・盛土・水面の埋立 

その他（            ） 
設 置 区 域 約        ㎡（     坪） 

地 目 登記簿 現況 

備 考 
 

【個別法に関する確認事項】 

所 管 部 署  場所 法規制内容等 チェック 担当者 

１ 環 境 政 策 課 南 2 階 

三河湾国定公園 特別保護地区 
        第 1 種特別地域 
        第 2 種特別地域 
        第 3 種特別地域 
        普通地域 

□ 
□ 
□ 
□ 
□  

渥美半島県立自然公園 第 3 種特別地域 
           普通地域 

□ 
□ 

指定無し □ 

２ 

街づくり推進課 北２階 

設置区域が 3,000 ㎡以上で土地の形質変
更を伴う（田原市土地開発行為指導要綱関連） 

有□ 無□  

３ 市街化区域 内□ 外□  

４ 

農 政 課 北１階 

農業振興地域  農用地区域（色地） 
農用地区域外（白地） 

 農業振興地域  外 

□ 
□ 
□ 

 
５ 地域森林計画対象民有林 内□ 外□ 

６ 保安林 内□ 外□ 

７ 農 業 委 員 会 北１階 農地転用 必要□ 不要□  

８ 維 持 管 理 課 北 2 階 
砂防指定地 内□ 外□ 

 急傾斜地崩壊危険区域 内□ 外□ 
海岸保全区域 内□ 外□ 

９ 文 化 財 課 
田原市博
物館内 

文化財の有無 有□ 無□  

【ガイドラインに関する確認事項】 

所管部署 自粛を求める区域（詳細は裏面） チェック 総合チェック 担当者 

環境政策課 

①海の景観エリア 
内 □ 
外 □ 

○ □ 
× □ 

 

②沿道景観軸 （街づくり推進課） 
内 □ 
外 □  

③山の景観エリア（３、４、①及び②のいずれも外） 
内 □ 
外 □  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜設置の自粛を求める区域＞ 

①■自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第５条の規定に基づき指定された三河湾国定公

園のうち、同法第２０条の規定に基づき指定された特別地域（海の景観エリア） 

②■沿道景観軸の内、敷地境界から２０ｍの区域（沿道景観軸） 

③■農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第６条の規定に基づき指定

された農業振興地域以外の区域であり、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第

１項の規定による市街化区域および①、②を除いた区域（山の景観エリア） 

 

■■■設置の自粛を求める区域 


